


対象 要件 
平成28年10月～（現
行） 

令和4年10月～（改
正） 

令和6年10月～（改
正） 

事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超 

短時間労働者 

労働時間 
1週の所定労働時間
が20時間以上 

変更なし 変更なし 

賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし 

勤務期間 
継続して1年以上使
用される見込み 

継続して2カ月を超え
て使用される見込み 

継続して2カ月を超え
て使用される見込み 

適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし 

 

 

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 

10/1から社会保険の適用が段階的に拡大！従業員数101人以上の企業は要チェック 
•従業員の安心を支える厚生年金保険や健康保険などの社会保険。従業員数501人以上の企業で
は、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労働者についても社
会保険の加入が義務となっています。この社会保険の適用が段階的に拡大され、令和4年（2022年
）10月からは、従業員数101人以上500人以下の企業についても一部のパートやアルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されます。成28年（2016年）の制度の改正によって、従業員数が501人以

上の企業においては、正社員だけでなく、一定の要件を満たすパートやアルバイトなどの短時間労
働者も、社会保険への加入が義務となっています。今般、年金法の改正により、令和4年（2022年）。 

短期のパート労働者にも健康保険・厚生年金の加入の義務付けを進める厚労省。旦那の扶養家
族で保健加入している主婦層では損得があって評価半々。きつい内容もあります。 


